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各  位 
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和解による訴訟の解決に関するお知らせ 

 
 当社は、平成26年６月13日付「当社に対する損害賠償請求訴訟の提起に関するお知らせ」でお知ら
せしたとおり、当社の元従業員から神戸地方裁判所姫路支部に損害賠償請求訴訟が提起されておりま
したが、平成27年３月27日付にて和解が成立し、本日、和解調書の送達を受けましたので、下記のと
おりお知らせいたします。 

 
記 

 
１．訴訟の提起から和解に至るまでの経緯 
   当社は、平成26年６月５日付で木材事業姫路工場（平成26年11月閉鎖）に勤務しておりま

した元従業員から、平成24年12月19日に発生した労災事故が当社の安全配慮義務違反があっ
たとして、訴訟の目的の価格53,821千円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める訴訟を
提起されました。 

当社は、原告の主張する損害賠償責任はいずれもないとして、当社の正当性を主張してま
いりましたが、今般、裁判所より和解の勧告があったことを受け、社内でその是非について
慎重に検討を重ねた結果、訴訟を継続した場合に要する時間や人道的見地等を総合的に勘案
し、ここに裁判所の勧告を受け入れ、早期に解決を図ることが最も合理的であるとの判断に
至り、原告との和解に応ずることといたしました。 

 
２．和解の相手方の概要 
(1) 氏名 元従業員 
(2) 住所 兵庫県姫路市 

 
３．和解の内容 
(1) 当社は、原告に対し、本件解決金として33,150千円を支払う。 
(2) 原告は、上記解決金以外の請求を放棄する。 

 
４．今後の見通し 
    本解決金33,150千円につきましては、平成27年10月期第２四半期に特別損失に計上する予定で

あります。 
   なお、平成27年10月期第２四半期及び通期（連結及び個別）の業績予想につきましては、他の

要素と合わせて算定中でありますので、今後、業績予想に変更が生じる場合は、すみやかに公表
いたします。 

以上 
 

（参考）当期連結業績予想（平成26年12月11日公表分）及び前期連結実績 
（単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
当期連結業績予想 
（平成27年10月期） 

7,839 280 244 222 

前期連結実績 
（平成26年10月期） 

9,219 493 409 1,241 
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